
 

議案第23号 

 

寒川町消防賞慰金条例の一部改正等について 

 

寒川町消防賞慰金条例の一部を改正する等の条例を次のように定める。 
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提案理由 

茅ヶ崎市と寒川町との消防業務に関する事務の委託に関する規約の施行に伴い、所

要の措置を講ずるため提案する。 

 

 



 

寒川町条例第 号 

 

寒川町消防賞慰金条例の一部を改正する等の条例 

 

(寒川町消防賞慰金条例の一部改正) 

第1条 寒川町消防賞慰金条例(昭和43年寒川町条例第14号)の一部を次のように改正

する。 

第1条及び第2条中「消防職員及び」を削る。 

(寒川町消防本部等設置条例及び寒川町消防長及び消防署長の資格を定める条例の

廃止) 

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 寒川町消防本部等設置条例(昭和46年寒川町条例第3号) 

(2) 寒川町消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年寒川町条例第11号) 

附 則 

この条例は、令和4年4月1日から施行する。 



 

(第 1条 関 係 )寒 川 町 消 防 賞 慰 金 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

(目 的 ) (目 的 ) 

第 1条  こ の 条 例 は 、寒 川 町 に 勤 務 す る 消

防 職 員 及 び 消 防 団 員 (以 下 「 消 防 職 員 及

び 消 防 団 員 」 と い う 。 )に 賞 慰 金 を 授 与

す る こ と を 目 的 と す る 。  

第 1条  こ の 条 例 は 、寒 川 町 に 勤 務 す る   

          消 防 団 員 (以 下「            

 消 防 団 員 」と い う 。)に 賞 慰 金 を 授 与 す

る こ と を 目 的 と す る 。  

(賞 慰 金 授 与 の 要 件 ) (賞 慰 金 授 与 の 要 件 ) 

第 2条  町 長 は 、消 防 職 員 及 び 消 防 団 員 が

消 防 業 務 に 従 事 す る に 当 た つ て 、一 身 の

危 険 を 顧 み る こ と な く 、そ の 職 務 を 遂 行

し 、そ の た め 死 亡 し 、又 は 障 害 の 状 態 と

な つ た 場 合 に お い て は 、賞 慰 金 を 授 与 す

る こ と が で き る 。  

第 2条  町 長 は 、            消 防 団 員 が

消 防 業 務 に 従 事 す る に 当 た つ て 、一 身 の

危 険 を 顧 み る こ と な く 、そ の 職 務 を 遂 行

し 、そ の た め 死 亡 し 、又 は 障 害 の 状 態 と

な つ た 場 合 に お い て は 、賞 慰 金 を 授 与 す

る こ と が で き る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 

 

(改 正 附 則 ) 

現 行  改 正 案  

 
附  則  

 
こ の 条 例 は 、 令 和 4年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 

 


